
入居期間について

全壊や
半壊で解体
する場合

半壊以上で
応急修理
する場合

準半壊
の場合 ライフラインの復旧後は入居要件を満たさないため、

ライフライン復旧日から速やか（１か月）に退去
※準半壊のため応急修理によるみなし仮設の入居不可

入居期間

当初の入居日から２年間供与可能
※建設型に住替える場合は、みなし仮設の入居日
から２年間

みなし仮設 入居期間

石川県作成

発行（全壊又は半壊+解体）り災証明手続

ライフライン損傷 復旧

発行（準半壊）

復旧
ライフライン損傷

り災証明手続

地震
（1/1）

地震
（1/1）

建設型完成

仮設住宅 入居期間
建設型に集約

希望する者は建設型に住替え可能

速やかに
退去

１か月

応急修理

ライフラインの復旧後は入居要件を満たさないため、
ライフライン復旧日から速やか（１か月）に退去

入居期間

発行（一部損壊、損壊なし）

復旧
ライフライン損傷

り災証明手続

地震
（1/1）

１か月

一部損壊や
損壊なし
の場合

自宅の修理完了
生活の再建

自宅の修理完了
生活の再建

原則として、り災証明書の発行が先、ライフラインの復旧が後を想定
但し、り災証明書の発行が後の場合は発行日をライフラインの復旧日と読み替える

みなし仮設 入居期間

入居期間（ライフライン復旧まで）
最大６か月

ライフライン損傷

り災証明手続

入居期間（応急修理完了まで）

自宅の修理完了
生活の再建

応急修理
修理に要する期間が１カ月以上
完了後は速やかに退去

発行（半壊以上）

復旧
応急修理申込

応急修理に要する期間が１カ
月以上かかる場合
ライフライン復旧
日から最大６か月
間供与可能
※応急修理の申込みはり災証
明書の発行後速やかに行う

地震
（1/1）

新たな生活の
再建先を確保

応急修理申込

自己負担により修理

速やかに
退去


